
令 和 ２ 年 ３ 月 １ 日  

お 客 様 各 位  

東 浴 信 用 組 合  

 

民 法 改 正 を 踏 ま え た 預 金 規 定 類 の 改 定 に つ い て  

 
当 組 合 は 、 ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 さ れ る 民 法 改 正 を ふ ま え 、 預 金 規 定 類 を 下 記 の

と お り ２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 よ り 改 定 し ま す 。 な お 、 改 定 後 の 規 定 は 本 規 定 前 よ り お 取 引

さ れ て い る お 客 さ ま に も 適 用 さ せ て い た だ き ま す 。  

１ ． 今 回 改 定 す る 主 な 預 金 規 定 類  

当 座 勘 定 規 定 、 普 通 預 金 規 定 、 貯 蓄 預 金 規 定 、 納 税 準 備 預 金 規 定 、 通 知 預 金 規 定 、 定

期 預 金 規 定 、 定 期 積 金 規 定 、 休 眠 預 金 規 定 、 キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 規 定 、 振 込 規 定 等  

２ . 主 な 改 定 事 項  

 １ ） 成 年 後 見 人 ご 本 人 に つ い て 補 助 ・ 補 佐 ・ 後 見 が 開 始 さ れ て 場 合 の 取 扱 の 明 確 化  

 ２ ） 各 種 規 定 変 更 時 の 周 知 方 法 に つ い て の 変 更  

 ３ ） 定 期 預 金 に つ い て 、 期 日 前 解 約 の 取 扱 に つ い て 明 確 化  

 

１ ） 成 年 後 見 人 ご 本 人 に つ い て 補 助 ・ 補 佐 ・ 後 見 が 開 始 さ れ て 場 合 の 取 扱 の 明 確 化  

預 金 取 引 共 通 規 定 に お け る 預 金 者 の 後 見 人 等 の 後 見 等 の 開 始 の 際 の 届 出 に 関 す る 改 定 例  

 

改 定 前  改 定 後  

第 〇 条 （ 成 年 後 見 人 等 の 届 出 ）  

１ ． 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に よ り 、 補 助 ・

保 佐 ・ 後 見 が 開 始 さ れ た 場 合 に は 、 直

ち に 成 年 後 見 人 等 の 氏 名 そ の 他 必 要 な

事 項 を 書 面 に よ っ て お 届 け く だ さ い 。  

 

 

第 〇 条 （ 成 年 後 見 人 等 の 届 出 ）  

１ ． 家 庭 裁 判 所 の 審 判 に よ り 、 補 助 ・ 保 佐 ・ 後

見 が 開 始 さ れ た 場 合 に は 、 直 ち に 成 年 後 見 人 等

の 氏 名 そ の 他 必 要 な 事 項 を 書 面 に よ っ て お 届 け

く だ さ い 。 預 金 者 の 成 年 後 見 人 等 に つ い て 、 家

庭 裁 判 所 の 審 判 に よ り 、 補 助 ・ 保 佐 ・ 後 見 が 開

始 さ れ た 場 合 も 同 様 に お 届 け く だ さ い 。  

 

２ ） 各 種 規 定 変 更 時 の 周 知 方 法 に つ い て の 変 更  

定 型 約 款 に お け る 約 款 変 更 条 項 の 例  

 
改 定 前  改 定 後  

新 規 追 加  第 〇 条 （ 規 定 の 変 更 ）  

（ 1 ） こ の 規 定 の 各 条 項 そ の 他 の 条 件 は 、 金 融 情

勢 の 状 況 の 変 化 そ の 他 相 当 の 事 由 が あ る と 認 め

ら れ る 場 合 に は 、 当 組 合 ウ ェ ブ サ イ ト ヘ の 掲 載

に よ る 公 表 そ の 他 相 当 の 方 法 で 周 知 す る こ と に

よ り 、 変 更 で き る も の と し ま す 。  

（ 2 ） 前 項 の 変 更 は 、 公 表 等 の 際 に 定 め る 適 用 開

始 日 か ら 適 用 さ れ る も の と し ま す 。  

 

 



 

３ ） 定 期 預 金 に つ い て 、 期 日 前 解 約 の 取 扱 に つ い て 明 確 化  

定 期 預 金 規 定 に お け る 中 途 解 約 制 限 条 項 に 関 す る 改 定 例  

改 定 前  改 定 後  

４ ．（ 利 息 ）  

（ １ ）（ ２ ） 略  

（ ３ ）

当 組 合 が や む を え な い も の と 認 め て こ

の 預 金 を 満 期 日 前 に 解 約 す る 場 合 に は

、 そ の 利 息 は 、 預 入 日 か ら 解 約 日 の 前

日 ま で の 日 数 に つ い て 次 の 預 入 期 間 に

応 じ た 利 率 ( 小 数 点 第 3 位 以 下 は 切 捨 て

ま す 。 ) に よ っ て 1 年 複 利 の 方 法 に よ り

計 算 し 、 こ の 預 金 と と も に 支 払 い ま す

。  

（ 略 ）  

４ ．（ 利 息 ）  

（ １ ）（ ２ ） 略  

（ ３ ）

こ の 預 金 を 第 ５ 条 １ 項 に よ り 満 期 日 前

に 解 約 す る 場 合 に は 、 そ の 利 息 は 、 預

入 日 か ら 解 約 日 の 前 日 ま で の 日 数 に つ

い て 次 の 預 入 期 間 に 応 じ た 利 率 ( 小 数 点

第 3 位 以 下 は 切 捨 て ま す 。 ) に よ っ て 1 年

複 利 の 方 法 に よ り 計 算 し 、 こ の 預 金 と

と も に 支 払 い ま す 。  

（ 略 ）  

５ ． ( 預 金 の 解 約 、 書 換 継 続 )  

( 新 設 )  

 

 

こ の 預 金 を 解 約 ま た は 書 替 継 続 す る と き

は 、 当 組 合 所 定 の 払 戻 請 求 書 に 届 出 の 印 章

に よ り 記 名 押 印 し て こ の 通 帳 と と も に 当 店

に 提 出 し て く だ さ い 。 た だ し 、 元 金 に 利 息

を 加 え て 書 替 継 続 す る と き は 、 こ の 通 帳 の

み で も 取 扱 い ま す 。 こ の 場 合 、 届 出 の 印 鑑

を 引 続 き 使 用 し ま す 。  

５ . ( 預 金 の 解 約 、 書 換 継 続 )  

（ １ ） こ の 預 金 は 、 当 組 合 が や む を 得 な い

と 認 め る 場 合 を 除 き 、 満 期 日 前 の 解 約

は で き ま せ ん 。  

（ ２ ） こ の 預 金 を 解 約 ま た は 書 替 継 続 す る と

き は 、 当 組 合 所 定 の 払 戻 請 求 書 に 届 出

の 印 章 に よ り 記 名 押 印 し て こ の 通 帳 と

と も に 当 店 に 提 出 し て く だ さ い 。 た だ

し 、 元 金 に 利 息 を 加 え て 書 替 継 続 す る

と き は 、 こ の 通 帳 の み で も 取 扱 い ま す

。 こ の 場 合 、 届 出 の 印 鑑 を 引 続 き 使 用

し ま す 。  

※ 期 日 指 定 定 期 預 金 規 定 ひ な 型 （ 通 帳 式 ）  

 

以 上  

 

 


